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第２４回新エネルギー発電設備
事故対応・構造強度ＷＧ
資料４－２



1

 20kW以上～500kW未満の風力発電設備に係る保安規制については、FIT法に基づく認定
件数が増加（2019年度認定件数：127件）していることを踏まえ、その運転時の一層の安全
確保を図るため、使用の開始前に、国が事業者の保安の取組を確認する使用前自己確認制度
を導入。令和２年7月29日付で施行した。
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【使用前安全管理審査制度】
※風力発電設備（500kW以上）

工事後、事業者が
基準に合っているか確認
（使用前自主検査）

国による
事業者の体制を検査
（安全管理検査）

工事計画の届出

運転開始

工事実施工事実施

工事後、事業者が
基準に合っているか確認し、

結果を国へ届出
（使用前自己確認）

運転開始

【使用前自己確認制度】
※風力発電設備

（20kW以上～500kW未満）

＜風力発電設備の保安の事前規制＞

（令和2年7月29日 施行）

風力発電設備の使用前自己確認制度の導入について


